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〔盗料〕

オーストラリア・クィーンズランド州の住宅建築基準法
（主として衛生及び快適性に関する規定について）

福島駿介＊小倉暢之．

HomeBuildlngCodeofOueensland・AustraIia

(MainlyontheProvisionsofHealthandAmeIlity）

ShunsukeFljKl1slIlMAandNobuyukiOcuRA

Ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｊｓｔｏｉｎｔｒ()duceAustralianHomeBuildingCodemainlyon

theprovisionsofhealthandamenityappliedtoSubtropicalZone0andtocompare

itwithJapanesecodethatispTovidedforwhoIecountrymonotonously，evenfoT

OkinawaIocatedinSubtropicaIZone、

Fromthecomparisonitseeｍｓｔｏｂｅｏｂｖｉｏｕｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｉｎterestingdif‐

ferenceinquantityandqualitybeｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏｃｏｄｅｓ・Ingeneral，Austra1ianCode

providesmorespecificalIythanJapaneseone，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅｏｎｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆｓｐａｃｅ

ａndontheuseofmaterialsthatsecurelifespanofhousesespeciallyforｔｈｅｄａｍｐ・

proofing，Andalsothereseer｢海ｔｏｂｅｓｏｍｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｔｈｅｗａｙｏｆｃｏpingwith

theclimaticcondition,particularlyintheprovisionsforopeningsinextemalwalls、

Becauseoftheclimaticdifference，ventiIationseemstobepriorsomewhattoligh‐

tinginAustralianCodecomparedwithJapaneseone，

１，ＶiewoftheamhitecturaldesignclPiteriasuitableforOkinawa，thisAustTa・

IianCodemaybeworthwhi1efora比hitectsandalsoforconstructorswithfurther

consideration．

KeyWordsHHouse，Climate，Ｌａｗ，Designcriteria．

主として衛生及び快適性に関する規定内容を紹介し更

１はじめににi１１'繩とのＩＮＩ述において考察を行う蕊を目的とする。

i''１繩における(;12毛I没illにlＭ１しては，現ｲI;我がＩＥＩのiuL又本稿で扱う項目については衛生及び快適性に関する

築雑iil1法，此び建築ﾊﾙiIIi法施行令辨によって規定され全項目を記し，その他，気候との関巡において強風対

だＩ！（目について股i１１．の適需をみる4fになっているけｵＬ縦の－．つであるタイダウン構法と防食対策としての金

ども．illWlMが蝋熱辮という特色ある凱候下にあっては，鵬材料の扱いに関する特色ある項目について概要を記

地に－１:誕蛾iVi瀞をのみ参鰯するのではなく、気候条件すにとどめた。

に対応した識illAWiIiIb考慮する必鰹があると思われる。クイーンズランド州はオーストラリア北東部に位置

そこで本棚では『『]し報鰄辮気候区をｲﾀﾞするオーストラし、その都市であるプリスベンは純度においてほぼ那

リア・クイーンズランド州の依宅建轆韮ilA法について，Miiに等しい（図－２)｡そして人口の大部分はプリスベ
－⑪ｷー－ＦT守曰■=--●－－ウーーーー－－－－－~－－￣￣
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オーストラリア・クィーンズランド州の住宅建築基地法：福島・小倉6８

ンを中心とした束海岸側に巣中している。ここで気候

についてふれておくと，気象データ（表－１）によれ

ば湿度は那綱と相興しているけれども気温はほぼ同じ

条件といえる。又，降水量については東京より少ない

が，タウンズピルの場合．雨期・乾期に差があり，ル

２月には月平均が300mmを越え，夏季の沖縄のそれよ

りも多い。更にクイーンズランド州はサイクロン発生

域に近く，これに対する対簸を常に必要としている点

等を考廟すれば建築の気象条件としては，東京と比較

して沖縄に類似しているものとJIKわれる。

表－１気候データ

年平均

iAA度（℃）

Ｕ股弼気温

平均筑魁

日股低気魁

温腿（％）

９：ＯＯｈ

ｌ５：ＯＯｈ

ｊｌＡ均

降水in(函）

25.4

20.7

16.0

２８７

２４.】

1９．５

2５．２

２３．２

1９．６

１５．０

１１．１

i」
6４

５６

69

1,503｡333

S､Ｖ・Szokolay：ＣＬ【ＭＡＴＩＣＤＡＴＡＡＮＤＩＴＳＵＳＥ

ＩＮＤＥＳＩＧＩ､１，Ｅｊ１ｌ:}平炎より

ＨＯＭＥＢＵｌＬＤｌＮＧ

ＣＯＤＥ

垣DP巴哩日｣aH⑪
２住宅建築基準法について

ここに紹介する伐宅建築雑雛繊の名称は．Home

BuildingCodeといい，クィーンズランド州のBuil・

ｄｉｎｇＡｃｔｌ９７５－Ｉ９７９に関するStandardBuiIdinR

ByLawsl975のAppendix4として．独立住宅及び

そのこ}i屋に対するlWlj助的施艘辮を扱い，識iil･｣:及

びｉｉｉ工者は基本的には他の資料の参1K(を必要としない

で済む様に作成された住宅建築jhLiA法である。本ＪＭｋ

法では，気候条件により対象を次の様に区分している,

すなわち，風から保繊される郊外又はそれにfIiする所

で非台風域の建物，ＩｉＩ述の場合より雄しい状Duにある

が縦端な状況にない台風域の建物，そして風から保鍵

さｵLる郊外又はそれに鮒する所で台風域の建物である,，

ここにいう台l糺城とは,クイーンズランドトト|における

南紳27．以北ⅢそしてiIWL鵲織から50km以内の地域であ

る。

又この難iV1法は1980年７１１１日他行のものであり，

成:逝綴週については施行までの12かｊ１ｌｌｌ１にＬ()calＡｕ・

thority（以下当局とする）がlji(案を災界との協議によ

り修正を行っている．ここに紹介する内容は俺jIi後の

ものである。そして』§7111法の遮川にあたっては，かな

りのｉｌＩＵﾉﾄﾞｌｉを持たせており，規定の側|かな除外は』'1Ｍ

の判断により，その建物が構法｣:趣余であり，かつ適

切に処てられている｣鰯介に掴める1$になっている。

この雅準法の目次は以下のj、リである。第１節）↑；

文．節２節総'1ﾘ，鱗３節建繊又は破壊JWlm1ll1の機

APPEIUDIX4
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図－１クィーンズランド州の憐宅建築薙螂法表紙
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図－２オーストラリア・クイーンズランド州の位
函
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漣，第４節建物と公道の関I)，第５節火災に対す

る安全及び耐火，第６節構造，節７節衛生及び快

適性，第８節iMilIjl･本論では鰯６ｍiの一部と第７節

の全項目すなわち，１.雨水排水．２.水まわり．３.防水・

防湿・繭１１１lえ．４.白蝋・醤歯顕・烏の防御、５.部屋の

広き及び高さ，６.採光・換気につｗて細介する。

３住宅蓮築基準法の内容

３－１雨水排水

（２）鰯エ

蕊風時の雨水のドレインは繊密な材質の陶製品，コ

ンクリート，アスベストセメント，又は通常の降雨に

対し認可された他の材料で施工しなければならず，全

てのポイントにおいて全集水を通すのに十分な容量で

なければならない。この様なドレインが公共の歩道と

交わるか叉は鰹風雨用下水管に按統される溺合は当局

の要求に沿う嫌純エしなければならない。

３－１－５洪水の超ニリやすい土地

洪水の起こりやすい土地については当局が指定し，

居室の床高の決定も当局が行う。３－１－１麗根排水全ての建物は十分な排水

施設を備えなければならない。

（１）排水施般の鮫;|・

全ての屋根排水施餓の識計・施工及び蕊風時のiiMの

排水方法・位樋は以下のいづれかに11K当してはならな

い。ａ・建物内への雨水の侵入．ｂ・麺物又は同じ撒

地の他の建物の安定性に過度の彩聯を与える，ｃ・微

地内にて不術生又は危険な状態をつくり出す，。、隣

地に排水が巣中する。

（２）排水施設の免除

当局が施餓の全部又は一部を除く事により上j12のａ←

ｄの状態が起こらないと露めた場合は免除される。

３－１－２湿気の多い土地に建つ建物

建物の建つ敷地において湿気が多いと当局に認めら

れた場合には以下の一つ又は全ての方法により処理す

る。ａ・底土は効果的に排水しなければならない.ｂ・

建物下の地表は建物下に水が溜らない様勾配をつける

か十分な排水口を般ける，ｃ・建物下の土地は鰡可さ

れた防鰯材料で被う。

３－１－３建物外周の排水

自然状態の散地表iHjに対し舗装．ＩＨＩ則その他の行１Ｆ

を行ったために趣物外周のいづｵLかの既存雨水排水に

支障をきたす勘合，ＩＩＩＣ存排水が自然の状態又は他のも

のであろうと，その様な支障によって起こる問題を相

殺する施設を備えねばならない。

３－１－４９９８１時の雨水排水

（１）要求箇所

暴風時の屋根からの集水，趣物の建つ敬地舗装部分

の塞き止めと蝿水，及びそれら雨水の当局により指定

された地点への排水は当局の要求に滴足する様に排水

設傭を設けなければならない。

３－２水まわり

ここでは浴室・便所・台所・洗澗期をさす。

３－２－１特定の複合段働の囲可

浴室又はシャワー室は規定の而欄を越えれば（３－

４－２(2)),洗脳機や水洗トイレを設けてよい。

３－２－２（１）側えるべき設備

全ての独立住宅は以下の設備を必要とする。ａ・流

しを含む調理用Hjtlmi．ｂ・風呂又はシャワー，ｃ・洗

而台，。．便器，ｅ・洗瀝場又は洗掴&ｉｔ億一それらは

少なくとも洗梱用流し２つが一組になっているもので

鰹可された洗柵機のための認可された般何lのあるとこ

ろは洗淑用流しは一つでもよい。

（２）主屋から離れている設備

上記設鯛のいづれかが主屋にない蝿合それらは独立

住宅住人専用とする。

３－２－３（１）便所に関する要求事項

ａ．企ての便所は腿可のない場合ドアを側える．ｂ，

便所の全てのドアは，ｉ)内側より締められる、ｉｉ）便

所床用パンに当たらない，iii）全く閉鎖された造りの

便所は外部へIlMp部をもつか外側から移動できる様に

する。

（２）便所床用パン・汚水樹等の位慨

全ての便所床用パン・汚水掴等の位冠は当局の認可

した位髄とする。

３－３防水・防湿・雨押え

３－３－１屋根及び壁

(1)屋根の防水
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ざ１１が密,Viし，かつ蝋がDiO)lllIげてあるビニールシー

ト，ｂ・以下のうちの一つのものの」:に防柵タイルか

１１M(かｵLた場合，ｉ)約４５(〕m伍間Wiで'1､雛にIfLにifil定され

た15,ｍ厚の脈織アスベストセメント（Ｍ・Ｓ参卿).ii〉

床のI鷺に蝋かれた２(Ⅱ)マイクロメータl1jIのP.Ｖ､Ｃ防澗Il

iWの12にある50mlmlij6のコンクリート，iii）床に汝にIiII

定きれた６mm厚のフレキシブルアスベストセメント（ＭＳ

参111)．ｃ，コンクリートスラブ．。、その他認111され

た〃法。

（２）特定の酸

シャワーの端から100mm以上の範M1の壁を含め浴柵

とシャワー寵にすぐ隣接又は背後にある鴎はシャワー

のない浴１Ｗを除き床｣21,8001mm以｣光をセメント１；地又

はlMl磁器タイル又は秘１１｢された仕｣＄げとする。シャワー

のない浴槽は浴１Wの微から100mm以上の高さを肋搬仕

」見Iザとする。

（３）シャワー竃の床

仕上げ材分をとった現場打ち床の上は銅又は鉛又は

認可された材料を敏く゜

（４）台所流しのはね返し

ＭｆＬに付いている立_l:りから100mm以上の高さは防

水はね返しを付け．収付部も浸透しない様にする。

（５）蝋タイルを通る配管

嬢タイルが接藩材で同定されている所をパイプが通

る場合，下地はアスベストセメント，コンクリート又

は他のi鰹ＩＩＪされた方法とする。防拙シートのある雌を

パイプが通る場合はその周りを認可された防水シーラ

ントで塞ぐ。

３－３－５壁とスラブの防湿

（１）蛾の防湿１Ｗと雨１Wえ

靴樅造の壁及びAll柵造とベニヤによる壁にJ1）いられ

る醸用防水層とiilijlIllえば以下のものとする。ａ・被秘

しない純し銅で９．７kg/､１以上のもの，ｂ、被紐しない

銅で２．８kg/､，以上かつ314マイクロメータ厚以上のも

の，ｃ・フェルトをベースにした澱i1rアスファルト2.54

1mml～3.O5mml1iZ（防iM1Wの｣3から7,800mmのiiMさ迄j剛Ⅱ）

。、純したシート状アルミで101マイクロメータ１１J以

上かつ澱宵コートとポリエチレンフィルムをⅢいる。

ｅ・認可された瀝青コートの金属，（、鍵nJきれた漉

青コートのファイバーブェルト，９．防湿｣瀞にのみ認

可された防水モルタル，ｈ、ポリエチレンフイルム254

騒根は建物内部へ雨又は他の水による浸透が起こら

ない様施エしなければならない。全ての屋根』ＷはiIll

可された製品である蛎力KlIii1懇できる様にし，製造業淵

仕様醤（以下Ｍ・Ｓとする）に従って固定する．コンク

リート屋根タイル、テラコッタ風根タイル．波状トタ

ンもこの規定による。

（２）外壁の防水

開口部も含め外壁は建物内部へＮｉ又は他の水による

撰透が起こらない様施工する。全ての外装材は鰹可さ

れた製品である恥が確鰹できる槻にし、固定はilllii1.に

よる６のか又はＭ・Ｓに従って行う．

（３）地下鑓

部願の全部又は一部がＧ､Ｌ以下の場合は騎塞として

はならないが以下は除外きれる。ｎ．部屋の外蛾回り

に''1900噸以12のドライエリアがあいその底は部屋

の床満より150噸以上低く、ドライエリアはドレイン

につながっている聯。又はｂ・当勵が腿ぬた防湿がな

されている場合

（４）防水規程の除外

以下の場合について当局は(1)又は(2)の一部又は全部

を除外しうる。０．要求事項を欄たす必慶がないと当

局が鯉ぬた主屋に対する補助的施鱗ｂ・独立住宅に

属するIlK噸，工具湿場、屋外便所。

３－３－２波状アスペストセメント屋根

波状アスベストセメント屋根又は他のもろい材料で

屋根を蕊《場合は以下の様にする。ｎ．母屋又は懸水

の11M隅を610ｍ以下とする．又はｂ・屋根のシートが

水平線から50.以上の角度で固定されている．又はｃ・

屋根のシートの下に泌可きれた保鱗メッシュが１１Iいら

れている。これらは建築安全JLilfI法にも従わなければ

ならない。

３－３－３組積造における関ロ部上部のスチール

製枠

本鎗の３－７－２参照

３－３－４特定の部屋の防湿

（１）特定の部屋の床

浴室，シャワー室，ｉｌＭＲ室はステップ，繊材等を含

め床衷面は湿気を通さない材料にする。又接地式便所

を除き壁と床との接合部は壁への摂透を防ぐ槻にする。
以下の方法は防綴方法として十分なものと考えられて

いるものである。ａ・木架櫛の床の規定にある様に雛
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（８）接地したＲＣスラブ：居室部分について…

床の一部又は全部が居室になっている接地したＲＣ

スラブの床について，居室部分は以下の様にする（図

樹略）ａ・認可されていない場合床内部表面に湿気が

当たるのを避けるためスラブ下に防湿層を設け，スラ

ブ内又は下にある全ての配管は正砿に配証し，防湿府

をiM気が通過する部分は接藩のよいテープで塞ぐ，ｂ・

コンクリートスラブ表面のG､Ｌからの高さは225囮､を

職似とする｡(非勝室部分についてa.．ｂ・は適用しない）

マイクロメータ原以上，ｉ・認呵されたその他の材料。

（２）スラブ下の防湿

スラブ下の防澱はポリエチレンフイルム200マイク

ロメータ厚以-1具で継目重なり200,,以上かつ全ての鮴

１１と11｢j、部はABiiJさｊした接諭のよいテープで鍵ぐ゜又

は趨可きれた他の方法による。

（３）級微造埜の防湿層

３－３－１(4)の場合及び鉄筋Ｍ１強コンクリートブロ

ックシングルスキンの壁で暦麺部分の外賎がセメント

をベースにした二度爺I)又は同等の仕上げにより防水

された場介を除いて、ノ皮も低い位慨にある床の木材と

その床上の壁をIMj述(1)，(2)のⅣ(又は他の同等のliZnIさ

ｵLた方法により地面からの湿気を防ぐ。又木材以外の

材料で支持された床の場合その床の下部又は支持する

横梁又は大梁は地ltiiからの湿菰に当たらない纐にする

認可きれた白蝋防御が壁又は桃を池して迎統して用い

られているところは防湿厨は撰求されない。プレース

用組俄遭難（二J､縦械造壁の内壁を含め)の防i噸は，

そこで壁がずれない様施工しなければならない。不規

ＭＩＩにIIllげられたり，モルタルに挟まれたりする防湿層

はこの要求を満｣lLする様にしなければならない。

（４）組１１M避駿の鯛押え

好が軒先の圧さの３分の１以下の距離でIMIロ都上部

にある場合は開口部上部の耐押えはいらない。３－３

－１(4)の項又は当局が認めた例外を除き前述(1>に従う

,ＩＭｌＩｌｌえは，ｌｌｉ水が建物内部へ桜透しない様二jMl職造

Wt頂部．窓敷居下部及び開LI部MIj側面の1111隙を塞ぐ。

（５）組横造のドアと窓

ドアとドア枠ALび窓と窓枠は鉱物内部に耐の浸透を

防ぐ様に識i11.．施工する。そしてＭｓ又はその1IlIUIhに

赦当する風荷１１Kに-1-分鰍えると謎ぬられた他の万法に

より固定する。

（６）組積造馳の下地床換気

二重組欲逸醗の施工において必要とされるＩｌＭｕ部は

外側の壁に設けねばならず，又内側の壁にも同じ而械

で外側の壁にある１ＭにＩ部の部分とできるだけ近い位激

に戯ける｡<本繍３－６参照）

（７）空i１，ilコンクリートブロックシングルスキン外雌

の施工

居室部分の外壁はセメントをベースにした二I興施り

又は同等の仕上げによ')防水されねばならない。

３－４白蟻・智歯類・鳥の防御

３－４－１白蟻の防御以下の方法で防ぐ

（１）ストップ及びキャップという物理的障害を殻け

る`，それらは全周'111,全床又は他の木架櫛の直下にお

いてｲi効に121蛾を防ぐ様に亜鉛めっき又は亜鉛アルミ

コーティング0.42mm厚ベースのスティールとする。そ

してそれらの折り返しは角度を水平線から45．以_こと

し蟻又は柱の麦面と38ｍのクリアーをとる。蝋の繋ぎ

は釣継ぎ又は溶接はんだ付け又はリベットはんだ付け

又は12mmの重ねはんだ付け又はリベットと認可された

シール剤とする。折I)IMlIf部の留接ぎ及びタイダウン

（本鎗３－７審11(1)の緊結金物とボルト回りの測通部

は，はんだ付け又は接藩材付けとする。これら物理的

隙轡は目視できる様にする。

（２）土壌処理はAustlPalianStandardCode（以下

Ａ,Ｓｃ)の条項に従って化学的に行う。当局の要求が

あれば保障された証拠を提出しなければならない。

３－４－２翻歯類の防御

地表とそれに雌も近い架榊材の１１１１をできる所は６００

mm以上とる。600mm１未満の場合はその様な床と地表と

の全ての部分を，地下600mm又は岩まで届く隔壁によ

って保鍍する。馳物周囲を囲う壁の換気ロの大きさは

全て10ｍｍまでとする。

３－４－３烏の防御

全ての独立住宅は鳥に対する防御を必要とする。

３－５部屋の広さと高さ

３－５－１居室の広さ

(1)完全に閉鎖ぎれた台所はこの項には適用しない。
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（２）継木的な肢'1,面欄

７．５ｍ'を職小とするが以下(3)，(4)，(5)の項目に従I'、

必要な場合噸加する。

（３）一室住居

完全に閉鎖された台所を含まないで居室が－霊のjル

合18.5,Fを駁'卜とする。

（４）複数の居室がある住居

完全に閉鎖された台所を含まないで複数の居室があ

る場合．居室の一つ以上は股'1,14ｍとし、他の居塞の

一つ以上は段'1,11,F以上とする。

（５）綱埋設lIllのある勝室

鑓全にINI鎖さｔＬた台所の代りに劉理用に設けられた

勝塑のアルコープ又はその他の部分は３ｍvを股'1､とす

る。

３－５－２浴室。シャワー童の広さ

（１）基本的な蛾'1,illiWi

B、浴室は2.16m`以上，ｂ・浴柵とシャワー（浴柵

上部にない）のある粉合２．７，０以上．０．シャワー室

は1.08ｍ以上。

（２）付加的設側の付いた場合

洗面器の付加は除いて浴室又はシャワー室に水洗便

器又は洗淑iilMHiのPtl:いた場合それぞれの施設について

以下の棟に婚加する。ａ・水洗便器0.81ｍ'，ｂ・洗梱

機（漉し無し）0.72m'，ｃ・洗梱機（流し付)126m〈

。、銅釜と流し1.26m『，ｅ，乾燃キャビネット0.63m'。

３－５－３水洗便所の広さ

面槻1.35mf以上、かつ巾900ｍ以上とする。

３－５－４部屋の高さ

以下の部屋の而械の３分の２以上は以下の数値以上

とする。ａ、層蹴及びヘッドクリアランス2,400ｍ､！

ｂ，他の諸家又は使用する部分2,100ｍｍ。全てのドア．

廊下，階段の最小へツドクリアランスは2,030mm。

３－５－５通路巾

階段．剛り場，ランプを除き，ＭＭ下，通路，入口通

路等の股小巾は850口､とする。

６のを桁し，戸及びその他閉めた時外部の同然光をI側

接通さないものは含まない。

３－６－２自然採光

（１）全勝鐙は間然採光とする。

（２）ｌ期然採光の方法と限度

窓によ')採光し，その合計而俄は核当する部膜の床

ｉｎ欄の10分の1以｣:とする。

（３）忍耐横の算定法

窓枠及び他の障郷部分を除いて鈍定する。

３－６－３窓の位画

（１）一吸規樫

撰求される窓は以下のいづｵLかの郎分にi1ijしなけれ

ばならない．ａ・空に対し開放し得る部分．ｂ･オー

プンベランダ又はオープンカーポート，その他同等の

もの。そして濡室の全ての部分は窓より９ｍ以内にな

ければならない。史にこの数値はベランダ又は他の部

屋の上に部屋が開放されている場合，９ｍからベラン

ダ又は他の部屋の巾をｳ|いた値とし，更に屋根やバル

コニー又は他の類似の突出物が外壁の窓の上部にあっ

て部墜の天井高とほぼ同じか．それ以下の場合はその

屋根やバルコニー又は他の類似の突出物の水平距離分

を９ｍから引いた値とする。

（２）独立住宅の窓

道路を除いて敬地境界に面する絞当の窓は境界から

900Km以上離す。

３－６－４特定の部屋又は部分にあるべき照明

居室でない部屋又は部分に自然採光が本鼈３－６－

２の通りできない場合は1M明器具を用いる。

３－６－５燐室からの自然採光

（１）状況

囲まれたベランダも含め隣室から採光の場合以下の

槻にする。ａ・ガラス脇分又は他のＭ１口部のmi械は砿

当惑のmjliIiの10分の１以上とし，ｂ・隣室の窓爾梢は

談当する複数室の合計床面欄の10分の１以上とする。

（２）開口面積の低減

隣室から採光する隣室に自然採光する窓があればそ

の而楡によってて規定の面積を岻減できる。

３－８－６換気

全ての居室，仕喚室，トイレ．浴室，シャワー室．

洗湘室その他人M1の行為のために設計された部屋は以

下の自然換気をする。

３－８採光・換気

３－６－１窓は天窓，ガラス板，ガラスプロック，

ガラスルーバー，ガラスサッシュ．ガラスドア，その

他建物外部から誠当する部屋へ直接自然光を通し得る
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（１）自然換気の方法と程度

上述の諸室は恒久的関ロ部又はドア又は他の開放し

得る方法により，換気を必要とする部屋はその床面積

の20分の１以上の開口部又は開放し得る部分を必要と

し．便所については各便器につき17.000風､以上の恒常

的換気が必饗であり，その数値は必要とされる全換気

面積の一部としてよい。

開口部又は開放しiりる大きさは空気の通過に有効な

正味の伽械とし，↑I(常的開口部によるか．窓．ドア又

はその他＃１１放IMiに峨大値となる様設１１１．された開放し得

る〃法によるものとする。

（２）ビI然換弧｢｣の位iiHi

本規定で蔚及しない場合は必要とするI:l然換筑口を，

中座か空に対して開放しているスペース，又は便所の

場合を除いてオープンベランダかカーポート又は同等

のものに対して開放しているところに設ける。

（３）中庭の造り

隣接する部麗へ必要とされる自然換筑を行うための

周囲を閉鎖した中庭は蝋'｣､寸法と空にINI放する段'1､面

械を表－２に示す。

（６）便所の位置に関する禁止事項

ｕ・便所は以下の部騒に直接開放してはならない，

i)台所又は調理に用いる部屋，ｉｉ）食品I腕Bi室又は食品

を消費するための部屋。ｂ・便所はその換気ロの付く

外壁が中庭か空に対し開放しているスペースに面する

場合，巾1,200mmを越える庇又は自然換笂の障審とな

り得ると当局が判断したものによってスペースの表面

から上方にその而梢が滅じないで規定の広さと寸法を

有するものとする。

（７）エアーロック

便所用小室をﾈiする部屋は，小室のドアが部屋又は

部躍の一部に蝋接MH放する鞭を雛ずる゜アクセスはエ

アーロック又はＭＩＩ下又は０．９ｍ'以｣あの床而欄を有する

スペースによる。

３－６－７下地床換気

建物下部の地表にugYiTされた防湿カバーが施されて

いる場合，地表とそれに股も近い床用木材との距離は

300mm以上とし、他の全ての場合は450,胡とする。そ

してその部分はクロスベンチレーションとし，それは

全ての角から１ｍ以内に股けた開口部と内壁．外壁両

方に均等に分布する開口部とによる．パーテイクルボ

ード床については換気ロ面積は壁長１ｍ毎に7,500F、

以上とし‘他の全ての場合は6.300mm以上とする。し

かし特定のケースについては敬地の状態又は建物の殻

31又は建物下の地表の防湿カバーの施エ又はそれらの

複合により，当局が床材の過度の劣化を防ぐ為に面輸

又は深苔の轍加を必要とされている所でも，それを行

わない躯により過度の劣化が生じないと判断した場合

は開口面械及び深巻の低減はあり得る。

表－２換弧Ⅲ中庭の規定

数階

３以上
一

８．９

１
－
躯
一
叩

２

股'１，両抗〈、）

骸小壁'１１１編(繭）

､１１．２はそれぞれlO8IX１，２`500のミスプリと思われる。

（４）特定の部屋の自然換気

周囲を閉鎖したベランダを含め隣室に面して開口部

又はドアその他開放し得る方法による換気が為される

場合，便所の場合を除いて以下の槻にする。ａ・該当

塗はその床面積の20分の１以上の開口部又はドアその

他開放し得る部分を必要とする。ｂ・隣室の開口部又

はドアその他の開放し得る部分の面横は該当する複数

室の合計床而欄の20分の１以上とする。

（５）換気ロ面横の低減

隣室から換気する居室に自然換気する開口部又はド

アその他開放し得る方法があればその而欄により，前

述(4)の面積を低減できる。

３－７タイダウン・建材用スチールの扱い

ここではそれら特色となる部分について取り上I狼

概略を配す.

３－７－１タイダウン

ニの基nA法では地鰹に関する規定は般けず．自然条

件に対する建物の補強についてはサイクロン等の強風

対策が主となっている。その方法としてプレースとタ

イダウンがあるけれどもプレースは我が国でも一般化

しているが，タイダウンはそれほど明確ではない。タ

イダウン（TieＤｏｗｎ）とは風の負圧による屋根の浮

き上がりを防止する緊繕方法であり，ほぼ全構法につ
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４零察

総じてこれら居住性に関する繋準については項目の

種類及び量．更には避蝋値に我が国の越準との相異が

みられる。そこで埜蝋諸項目の内容から，住空間の質

と建物の保全の二点について考察すると先づ前者の住

空illの賀については，暦室及び他の緒璽の大きさにつ

いて段'１，値を示し過度に使用し難い空間にならない様

にしており、特に水まわり諸室の細部に至る規定はｌｋ

宅の質の確保という点で特色がみられる。因に第二節

総IIljにおいて住宅の蝋低延床面概は60m，，建蔽率40％

以下（川【庫．付風施Njt含める）とある。そして気候lfL

土との関わI)という点からは採光面械の{in，換気口及

びそれに伴なう換気用中庭形状の規定は注目すべき点

である。我が国の住宅では採光面積を－率に居室面械

の７分の１としているが．亜熱帯気候においては採光

面棚の値を10分の１とし，我が国の独立住宅において

規定のない換気用関ロ部の面積を居室面積の20分の１

確保するという点は有愈義ではないかと思われる。そ

して通風経路すなわち換気用中庭の形状まで言及して

ある。我が国には採光のために中庭に類した形状の指

定はあるが，この点からも採光・換気において対応方

法に相異がみられる。

次に後者の建物の保全について村の組み合わせと材

料に関して特色となる事項があげられる。亜熱帯にお

けるiVW樋・高温及び暴風雨の問題は直接安全性に関わ

る点もあり部材の組み合わせ及び材料の選択は建物の

保全に大きく影簿する。防湿対鐙には我国においても

床高450月１m以上，地階居室はドライエリアを伴う等共

通点はあるがここに細介した内容には日常生活による

湿気及び水気の対簸まで細かく規定した住空間の質の

項目と合わせ住宅の品質管理に努めており，強風対雛

としてのタイダウン榊法及び金具の扱いとあわせ注目

すべき点がみらｫしる。

沖縄住宅における居住性の向上及び木栂遺．混綱造

の今後の適用等という点においてこの鑑準内容を更に

検肘を加えればその有用性は高まるものと思われる。

閉辞

いて要求される。具体的には屋根の垂木を受ける壁体

、部の桁を木jMLではアンカーロッドで基礎まで緊結

（図－３),組ｉｉｉ造では壁体頂部より９００ｍの深きまで

亜鉛めっきスティールのアンカーを通す方法である。

木遮では固定にIMIし細かい指定があり，例えば大引き

の雑礎への固定騏数が屋根材，処物の長さ’屋根の巾

及び肢計上の風迎毎に決定され．各種緊綣金具の使用

位置も建具回り，建物の角，蝋，継ぎ手の両側の全て

について壁体上下IUUi端部の部材に固定する様指示され

ている。艇にはアンカー頂部の納まりについても掛繊

鯲細を図示している。この方法と腿根鋒材から蕊木ま

での佃定，聡礎とフーチングのl測定及び７－十ングの

大きさの折定鱒により強胤に対処している。

周辺の

ダウン

図－３木造壁タイダウンの例

３－７－２建材用スチールの扱いについて

iIl舵の緊結金拠を含め建材用スチールの扱いは腐食

から守るため以下の槻に行う。Ｍｉ工においては十分な

ｲ附除を行った上で所定の位置に固定する前に堕装又は

めっき又は他の肥可きれた方法を施す。そして塩野又

は当局が必要と鰹めた状況にあるアンカーロッドやボ

ルトは．吹き付け洗浄又は酸で鉄の表面の錆を化学的

に除くピックリング等で表面の十分な掃除をした彼，

ドア付け等の溶融亜鉛めっき又はアルミスプレー又は

亜鉛コーティング又はエポキシとかタールエポキシ聯

による高度な防食方法とか径５麺のワイヤーで150画

ピッチの50画厚以上のコンクリートで被う等といった

方法により防食を指示している。

クイーンズランド大学教授Ｓ・VSzoko1ay氏には

本基噸法に関し御教示頂いた。そして本稿は蕊日交流

避金による成果の一つである率を配して鮒辞とする。


